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7 中小企業投資促進税制
～中小法人は、法人税率が低くなっています～～生産性を高めるような設備投資を応援します～

本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30％の特別

償却（注1）又は7％の税額控除（注2）が選択適用（税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の

法人、個人事業主のみ）できるものです。

（注1）特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
（注2）税額控除は、中小企業経営強化税制（P9参照）の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の

20％が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

制度の概要

令和7年3月 31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。

青色申告書を提出する「中小企業者等又は中小事業者」（Ｐ9参照）

適用対象者

対象設備

設備 取得価額要件

機械装置（注3） 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

測定工具・検査工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
（1台又は1基の取得価額が30万円以上かつその事業年度の取得価
額の合計額が120万円以上のものを含む）

一定のソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの
（その事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む）

普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上（注4）

内航船舶 全て（注5）

（注1）中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

（注2）匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供する設備は対象外です。
（注3）コインランドリー業（主要な事業であるものを除く）の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部

  を他の者に委託するものは対象外です。
（注4）普通貨物自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で、貨物の運送の用に供するもの

  が対象です。
（注5）取得価額の75％が対象となります。また、総トン数500トン以上の内航船舶については、環境への負荷の低減に 

 資する装置（機器及び構造を含む）の設置状況等に係る国土交通大臣への届出が必要です。

指定事業

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、 海

洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産

業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業（注3）、生活関連サービス業、映画業、教育、学

習支援業、医療、福祉業、協同組合（他に分類されないもの）、サービス業（他に分類されないもの）

（注1）電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業（映画業を除く）等は対象になりません。
（注2）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを

除きます。
（注3）料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むも

ののみが指定事業となります。

適用要件
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適用手続

＜個人事業主＞
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増（特別）償却費」の欄に特別償

却の額を、「摘要」の欄に特例名（措法 10 条の3）を記入し、特別償却に関する明細書を確定申告
書に添付すること。

・税額控除の場合、明細書を確定申告書に添付すること。

＜法人＞

・特別償却の場合、法人税の確定申告書に対象設備の償却限度額の計算明細書と適用額明細書を添付

すること。

・税額控除の場合、法人税の確定申告書に控除を受ける金額に関する明細書と適用額明細書を添付す

ること。

租税特別措置法第10条の3（中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）【所得税】

第42条の6（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）【法人税】

条文

【問】 本税制で対象となるのは、どのようなソフトウエアですか？

【答】 一の取得価額が70万円以上の一定のソフトウエアが対象となります。ただし、複写して販売するた

めの原本、開発研究の用に供されるソフトウエアは対象外となります。

また、サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウエア、データベース管理ソ

フトウエア、連携ソフトウエア、不正アクセス防御ソフトウエアのうち、国際標準化機構（ISO）及び国際

電気標準会議（IEC）の規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外となります。詳しくは租

税特別措置法施行規則第5条の8【所得税】、第20条の3【法人税】をご参照ください。なお、上記規

格に基づく評価・認証の有無については、ソフトウエアメーカーにご確認ください。

よくある質問とその回答

Q 対象となるソフトウエア

中小企業税制サポートセンター 電話：03-6281-9821（平日9：30-12：00, 13：00-17：00 ）

＜本税制の適用について＞
国税局電話相談センター 電話：0570-00-5901（国税相談専用ダイヤル）

URL：https://www.nta.go.jp

個別の取引に関するご相談は、税理士又は所轄の税務署にお問い合わせください。

問い合わせ先
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